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資料－１

最上川水系流域委員会の目的について

１

最上川水系流域委員会規約より抜粋

第２条（目 的）

この委員会は、最上川水系の河川整備計画変更原案及び計画策定
後の各種施策の進捗等に関して意見を交換し、東北地方整備局長及
び山形県知事に対し意見を述べるものとする。

また、最上川水系の大臣管理区間の河川整備計画に基づく事業のう
ち、再評価、事後評価の対象事業の評価を行い、東北地方整備局長
に対し意見を述べるものとする。

今回の流域委員会は、環境整備事業の事業再評価が対象



国土交通省所管公共事業の評価と実施要領改定の概要

〈直轄事業等〉

3年未着工・5年継続・3年毎

〈補助事業等〉

5年未着工・５年継続・5年毎

〈直轄事業等、補助事業等〉

5年未着工・10年継続・5年毎

改 定現 行

２

最上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
事業評価の流れ

平成14年11月 計画策定

平成22年11月 事業再評価 河川環境整備事業

平成23年 事業再評価 河川改修事業
事後評価 清水地区消流雪用水導入事業

再評価
５年毎

再評価
３年毎

「公共事業評価実施要領
改定（H22.4.1）」により

再評価サイクル短縮

（前回の流域委員会）

（今回の流域委員会）

（来年の流域委員会）

３

平成19年6月 事業再評価 河川改修事業

河川環境整備事業
長井ダム建設事業
清水地区消流雪用水導入事業

事後評価 長井・大石田・名木沢地区消流雪用水

導入事業


